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第一章 序論 

 

1-1 本研究の背景 

都市ごみの最終処分量には，大きく分けて焼却残渣量と直接最終処分量の 2 種類がある．こ

のうち，直接最終処分量の大部分を占めるのが不燃ごみである．また，65％以上の自治体で収

集されている品目はガラス類・陶磁器類である 1) （図 1-1）．そこで，これらの不燃物を分別収

集・リサイクルすることが最終処分量の削減に繋がると考えられる．  

廃ガラス材は，一般廃棄物における割合ではプラスチック類に匹敵するぐらいである．また，

廃ガラスびんは再利用が難しく，未回収・廃棄されている 2）．その量はガラスびんに限って言

うと，生産量の半分近く（約 98 万 t）である 3）．したがって，廃ガラス材のリサイクルを考え

ることは，重要である．処分方法は大きく分けて 2 つある．ガラスを焼成処理し発泡させる方

法（ガラス発泡骨材）と，ガラスを破砕し，素材をそのまま生かす方法（ガラスカレット）で

ある．これらの特徴として，ガラス発泡骨材はヒートアイランド対策用路盤材として最適であ

る．一方，ガラスカレットは高い透明性を生かせる 2）．廃ガラスを原料として再生ガラスを成

形する場合に，最も留意すべき点は熱膨張係数が異なるガラスを混在させないことである．異

種ガラスが混在した場合には，歪みやひびが入り欠陥の原因となる 4）．このように技術的なこ

とは研究されているが，自治体による分別収集・リサイクルにおける実施実態などを研究した

論文は見当たらない． 

陶磁器のリサイクルについては，美濃では 1998 年頃から準備が進められており，自治体に

よる回収は所沢市，牛久市から受け入れられている．所沢市では，費用が 137 万円（t 当たり

約 7 万円）かかっている（実験的な処理）．陶磁器類の回収においての課題は，「陶磁器」「陶

器」「土鍋」などで熱膨張率が異なり，適切な分別をする必要があり，これら選別や設備，処

理費にコストがかかることである 5）． 

以上より，現在，資源びんを除いたガラス類の分別収集・リサイクル，陶磁器類の分別収集・

リサイクルを行っている自治体は，全国的に見て極めて少ない．また，その実施実態や実施条

件など詳しいことは明らかにされていない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 最終処分量の内訳 
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1-2 本研究の目的 

 そこで本研究では，以下の 3 点を目的とする． 

①ガラス類・陶磁器類の分別収集・リサイクルの実施実態を明らかにする． 

②ガラス類・陶磁器類の分別収集・リサイクルの実施条件を明らかにする． 

③ガラス類・陶磁器類の分別収集・リサイクルの効果を明らかにする． 

 

1-3 本研究の意義 

目的①～③より，本研究の意義は，今後新たに分別収集・リサイクルを開始する市町村の参

考資料となることである． 

 

1-4 本研究の構成 

 第一章は，本研究の背景，目的，意義，方法，構成，用語の序論． 

 第二章は，ガラス類・陶磁器類の分別収集・リサイクルを実施している市の事例． 

 第三章は，伊勢市がガラス類・陶磁器類の分別収集・リサイクルに至るまでの状況や準備に

ついて． 

 第四章は，伊勢市におけるガラス類・陶磁器類の分別収集・リサイクルの実施実態（目的①）． 

 第五章は，リサイクル業者におけるガラス類・陶磁器類の分別収集・リサイクルの実施実態

（目的①）． 

 第六章は，第 4 章，第 5 章を踏まえて，ガラス類・陶磁器類の分別収集・リサイクルの実施

条件をまとめる（目的②）． 

 第七章は，ガラス類・陶磁器類の分別収集・リサイクルによる効果を削減率や費用の面から

まとめる（目的③）． 

 第八章は，本研究の結論・まとめを行う． 

 

1-5 研究方法 

 研究の目的を次の方法で達成する． 

①対象地域の選定 

「聞蔵Ⅱ」を用いてキーワード検索をする．その中から，収集主体が行政である地域に絞る． 

②事前調査 

①でヒットした地域の調査をインターネット，文献で行う．必要があれば，電話ヒアリング

を行う． 

③ヒアリング調査（目的①） 

伊勢市役所及び伊勢市が委託しているリサイクル業者へのヒアリング調査を行う． 

④アンケート調査（目的②） 

③で得た情報を基に，リサイクル業者へのアンケート調査を実施する． 
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⑤データ分析（目的③） 

③で得たデータを基に，分析を行う． 

 

1-6 本研究の用語 

 ■ガラス類 

   割れていない資源びんを除いた廃ガラスのことをいう．例えば，ガラス食器，化粧品の

びん，板ガラス，割れた資源びんなどのことをいう． 

 

 ■陶磁器類 

   食器類（茶碗・湯のみ，急須，どんぶり，皿など），道具類（土鍋，花瓶，壺，水盤な

ど），鉢類（植木鉢，素鉢など）などのことをいう． 

 

 ■破砕不燃残渣 

   「破砕不燃残渣」と「埋立ごみ」とは本研究では同義である． 

 

■広域認定制度 6） 

製品が廃棄物となったものであって，当該廃棄物の処理を当該製品の製造，加工，

販売の事業を行う者（製造時業者）が広域的に行うことにより，当該廃棄物の減量そ

の他その適正な処理が確保されることを目的として，廃棄物処理業に関する法制度の

基本である地方公共団体毎の許可を不要とする特例制度のことをいう． 

 

■フレコン 7）（flexible container） 

粉末や粉状物の荷物を運搬するための袋状の包材のことをいう．多くは 1t 程度の積載量

である． 

 

 ■リボーン側溝 8） 

   側溝の受け部分と蓋の部分がアールになる事で，構造的に車の走行による騒音の発生を

減少させるというものである． 

 

 ■トライアングル蓋 9） 

三点支持による必然的に安定する構造で、ガタつき、角欠けが発生せず，防音材にゴム

等を使用しないので、リサイクルもしやすくなっている側溝蓋のことである． 
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